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(57)【要約】
【課題】　偽造防止性が不十分である点、また情報の記
録媒体として、記録部が目立たなく、判読しにくい点を
改良した真偽判定可能な記録媒体を提供することを目的
とする。
【解決手段】　基材２の一方の面に、少なくとも感熱破
壊層４、ホログラム形成層５、コレステリック液晶層６
を、この順に積層した真偽判定可能な記録媒体１におい
て、該感熱破壊層４と基材２との間に、あるいは該基材
２の他方の面に、黒色層３を設けた構成とすることによ
り、感熱破壊層４、ホログラム形成層５、コレステリッ
ク液晶層６及び黒色層３の各々の層の機能を組み合わせ
て発揮させることができ、優れた偽造防止性を有するも
のである。また、感熱破壊されていない非記録部１１と
感熱破壊による記録部１０とのコントラストが高いので
、結果として記録部１０は目立ち、判読しやすいもので
ある。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の一方の面に、少なくとも感熱破壊層、ホログラム形成層、コレステリック液晶層
を、この順に積層した真偽判定可能な記録媒体において、該感熱破壊層と基材との間に、
あるいは該基材の他方の面に、黒色層を設けたことを特徴とする真偽判定可能な記録媒体
。
【請求項２】
　請求項１に記載する真偽判定可能な記録媒体において、ホログラム形成層とコレステリ
ック液晶層との間に、配向膜を設けたことを特徴とする真偽判定可能な記録媒体。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載する真偽判定可能な記録媒体において、感熱破壊層の基材側で、
接するように、感熱増感層を設けたことを特徴とする真偽判定可能な記録媒体。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偽造防止性が不十分であること、また情報の記録媒体として、記録部が目立
たなく、判読しにくいことを改良した真偽判定可能な記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、経済的に価値の高い高額商品や、ＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ；照
合一致）手段として用いると高い価値を生じるクレジットカードや、トラベラーズチェッ
ク、または金券類等には、それらの真偽性を判定するのに適したホログラム（ラベル）を
付与させて、偽造を防止して、真正物として証明することが行われている。しかし、最近
では、目視では本物と区別がつかないようなホログラムの製造が行われて、真正性を証明
する新規なものが要求されている。
【０００３】
　偽造防止対策として、例えば、特許文献１にあるように、対象物の真正性を識別するべ
く対象物に設けられる識別媒体として、入射した光のうち、左回り偏光又は右回り偏光の
いずれか一方の光のみを反射する光選択反射層として、コレステリック液晶インキにより
印刷して、その光選択反射層を形成することが記載されている。偽造防止の対策として、
上記の方法で改善はされたものの、高分子コレステリック液晶の材料を入手すれば、偽造
することは不可能ではなく、未だ十分に偽造防止の方法として、満足できるものとは言え
ないものである。
【０００４】
　特許文献２には、加熱により光の透過率もしくは反射率が変化する薄膜層、および見る
角度により異なる色を与える色変化層の少なくとも二つの層が積層していることを特徴と
する真偽判定用媒体が提案されている。この色変化層として、コレステリック液晶層が提
示されている。そして、配向膜や、位相差層と組み合わせることが記載されている。しか
し、上記の真偽判定用媒体は、ホログラムを利用した媒体に代わるものであるが、上記薄
膜層を除去して記録されるが、その記録部はコントラストが低く、判読しにくいという問
題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２５３７３号公報
【特許文献２】特開２００６－５８３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　したがって、本発明は上記に挙げた課題である、偽造防止性が不十分であること、また
情報の記録媒体として、記録部が目立たなく、判読しにくいことを改良した真偽判定可能
な記録媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、請求項１として、基材の一方の面に、少なくとも感熱破壊層、ホログラム形
成層、コレステリック液晶層を、この順に積層した真偽判定可能な記録媒体において、該
感熱破壊層と基材との間に、あるいは該基材の他方の面に、黒色層を設けたことを特徴と
する真偽判定可能な記録媒体を構成とする。これにより、上記課題を解決することができ
た。
【０００８】
　また、請求項２として、請求項１に記載する真偽判定可能な記録媒体において、ホログ
ラム形成層とコレステリック液晶層との間に、配向膜を設けたことを特徴とする真偽判定
可能な記録媒体を構成とする。これにより、コレステリック液晶層をより鮮やかに観察で
きる。また、請求項３として、請求項１又は２に記載する真偽判定可能な記録媒体におい
て、感熱破壊層の基材側で、接するように、感熱増感層を設けたことを特徴とする真偽判
定可能な記録媒体を構成とする。これにより、情報記録における感熱破壊の際、感熱破壊
層の熱破壊の感度が高くなり、より鮮明な記録が行なえた。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、上記の構成の基材の一方の面に、少なくとも感熱破壊層、ホログラム形成層
、コレステリック液晶層を、この順に積層した真偽判定可能な記録媒体において、該感熱
破壊層と基材との間に、あるいは該基材の他方の面に、黒色層を設けた構成とすることに
より、感熱破壊層、ホログラム形成層、コレステリック液晶層及び黒色層の各々の層の機
能を組み合わせて発揮させることができ、優れた偽造防止性を有するものである。また、
感熱破壊されていない非記録部と感熱破壊による記録部とのコントラストが高いので、結
果として記録部は目立ち、判読しやすいものである。
【００１０】
　また、上記構成の真偽判定可能な記録媒体において、ホログラム形成層とコレステリッ
ク液晶層との間に、配向膜を設けることにより、記録部の輝度、色度、およびコントラス
トが高く、より偽造防止性及び記録部の鮮明性が高まる。また、上記構成の真偽判定可能
な記録媒体において、感熱破壊層の基材側で、接するように、感熱増感層を設けることに
より、サーマルヘッドや、レーザー照射等の加熱手段により、感熱破壊層の熱破壊をしや
すくして、加熱による情報記録の感度を高めることができ、鮮明な記録が行なえる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の真偽判定可能な記録媒体の一つの実施形態を示す概略の断面図である。
【図２】本発明の真偽判定可能な記録媒体の他の実施形態を示す概略の断面図である。
【図３】本発明の真偽判定可能な記録媒体の他の実施形態を示す概略の断面図である。
【図４】本発明の真偽判定可能な記録媒体の他の実施形態を示す概略の断面図である。
【図５】本発明の真偽判定可能な記録媒体の他の実施形態を示す概略の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、本発明の真偽判定可能な記録媒体の一つの実施形態を示す概略の断面図である
。図１（１）は、感熱破壊層の記録前の状態を示し、図１（２）は、図１（１）のものが
、感熱破壊層の記録後の状態を示したものである。基材２の一方の面に、黒色層３、感熱
破壊層４、ホログラム形成層５、コレステリック液晶層６を順に積層した真偽判定可能な
記録媒体１である。真偽判定可能な記録媒体１の感熱破壊層４が、情報に応じて、加熱さ
れ、破壊されて、記録部１０が形成される。それに対し、感熱破壊層４の加熱されていな
い部分が、非記録部１１として、破壊されないで、感熱破壊層４として残存している。し
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たがって、記録後の真偽判定可能な記録媒体１では、記録部１０は、コレステリック液晶
層６の下に、背景としてホログラム形成層５を介して、黒色層３が観察できる。
【００１３】
　そして、非記録部１１は、記録前の記録媒体の状態と変わらずに、コレステリック液晶
層６の下に、ホログラム形成層５を介して、感熱破壊層４の金属色が観察されるのみで、
黒色層は全く見えない状態である。したがって、記録部１０と非記録部１１とは、両者と
もコレステリック液晶層６とホログラム形成層５を観察できるが、このコレステリック液
晶層及びホログラム形成層に対して、記録部では黒色の背景があり、非記録部では感熱破
壊層の金属色の背景があり、その黒色と、金属色との色相の違いで、コントラストが高く
、結果として記録部は目立ち、判読しやすいものである。尚、非記録部では感熱破壊層の
金属色の部分で反射するが、記録部では下に位置する黒色層で光が吸収され、黒色の背景
として認識される。
【００１４】
　また、コレステリック液晶層に入射した光は、コレステリック液晶層を通過する時、ホ
ログラム形成層とコレステリック液晶層の界面（レリーフ形状）で反射されることになる
。したがって、特定波長について、コレステリック液晶層が右円偏光を反射する場合には
、このホログラムを形成する光は、左円偏光性を有することになる。
【００１５】
　また、図２は、本発明の真偽判定可能な記録媒体の他の実施形態を示す概略の断面図で
あり、基材２の一方の面に、感熱破壊層４、ホログラム形成層５、コレステリック液晶層
６を順に積層し、該基材２の他方の面に、黒色層３を設けた構成の真偽判定可能な記録媒
体１である。この場合も、図１の場合と同様に、図２（１）は、感熱破壊層の記録前の状
態を示し、図２（２）は、図２（１）のものが、感熱破壊層の記録後の状態を示したもの
である。図２（２）に示すように、記録後の真偽判定可能な記録媒体１では、記録部１０
は、コレステリック液晶層６とホログラム形成層５の下に、透明性を有する基材２を介し
、背景として黒色層３が観察できる。
【００１６】
　そして、非記録部１１は、記録前の記録媒体の状態と変わらずに、コレステリック液晶
層６とホログラム形成層５の下に、感熱破壊層４の金属色が観察されるのみで、黒色層は
全く見えない状態である。したがって、記録部１０と非記録部１１とは、両者ともコレス
テリック液晶層６とホログラム形成層５を観察できるが、このコレステリック液晶層及び
ホログラム形成層に対して、記録部では黒色の背景があり、非記録部では感熱破壊層の金
属色の背景があり、その黒色と、金属色との色相の違いで、コントラストが高く、結果と
して記録部は目立ち、判読しやすいものである。尚、非記録部では感熱破壊層の金属色の
部分で反射するが、記録部では下に位置する黒色層で光が吸収され、黒色の背景として認
識される。
【００１７】
　図３は、本発明の真偽判定可能な記録媒体の他の実施形態を示す概略の断面図であり、
基材２の一方の面に、黒色層３、感熱破壊層４、ホログラム形成層５、配向膜７、コレス
テリック液晶層６を順に積層した真偽判定可能な記録媒体１である。この場合も、図１の
場合と同様に、図３（１）は、感熱破壊層の記録前の状態を示し、図３（２）は、図３（
１）のものが、感熱破壊層の記録後の状態を示したものである。図３では、図１に示す記
録媒体に、ホログラム形成層５とコレステリック液晶層６との間に、配向膜７を設けたも
ので、コレステリック液晶層をより鮮やかに観察でき、結果的に記録部の輝度、色度、お
よびコントラストを高くすることができる。
【００１８】
　また、図４は、本発明の真偽判定可能な記録媒体の他の実施形態を示す概略の断面図で
あり、基材２の一方の面に、感熱破壊層４、ホログラム形成層５、配向膜７、コレステリ
ック液晶層６を順に積層し、該基材２の他方の面に、黒色層３を設けた構成の真偽判定可
能な記録媒体１である。この場合も、図１の場合と同様に、図４（１）は、感熱破壊層の
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記録前の状態を示し、図４（２）は、図４（１）のものが、感熱破壊層の記録後の状態を
示したものである。図４では、図２に示す記録媒体に、ホログラム形成層５とコレステリ
ック液晶層６との間に、配向膜７を設けたもので、コレステリック液晶層をより鮮やかに
観察でき、結果的に記録部の輝度、色度、およびコントラストを高くすることができる。
【００１９】
　図５は、本発明の真偽判定可能な記録媒体の他の実施形態を示す概略の断面図であり、
基材２の一方の面に、黒色層３、感熱増感層８、感熱破壊層４、ホログラム形成層５、配
向膜７、コレステリック液晶層６、保護層９を順に積層した真偽判定可能な記録媒体１で
ある。この場合も、図１の場合と同様に、図５（１）は、感熱破壊層の記録前の状態を示
し、図５（２）は、図５（１）のものが、感熱破壊層の記録後の状態を示したものである
。図５では、図３に示す記録媒体に、黒色層３と感熱破壊層４との間に、感熱増感層８を
設け、さらにコレステリック液晶層６の上に、保護層９を設けたもので、感熱破壊層の熱
破壊が容易に生じて、加熱による情報記録の感度が高く、また記録媒体の最表面に保護層
があるので、取扱いで、耐久性が高くなる。図１～５で示したものに限らず、例えば、図
１～４で、コレステリック液晶層の上で、記録媒体の最表面の位置に、保護層を追加する
、あるいは同様に、感熱破壊層の基材側で、接するように、感熱増感層を設けることが可
能である。
【００２０】
　以下、本発明の真偽判定可能な記録媒体を構成する各層について、詳細に説明する。
（基材）
　本発明における真偽判定可能な記録媒体で使用する基材２としては、シート状、フィル
ム状あるいは板状の材質からなり、材料としては特に制限されるものではなく、ポリエチ
レンテレフタレート（ＰＥＴ）、ナイロン、セルロースジアセテート、ポリスチレン、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリイミド、ポリ塩化ビニル、ポリカーボ
ネートなどのプラスチック、銅、アルミニウムなどの金属、紙、含浸紙などを単独あるい
は組み合わせて、積層したりして用いることができる。基材の厚さは０．００５～５ｍｍ
程度が適当である。但し、図２、４に示した記録媒体のように、基材２の一方の面に、感
熱破壊層４、ホログラム形成層５、コレステリック液晶層６を設け、該基材２の他方の面
に黒色層３を設けた構成の場合は、感熱破壊層の記録部が、基材を透過して下に位置する
黒色層が観察できるように、使用する基材は透過性、つまり透明性を有したものとなる。
【００２１】
（黒色層）
　本発明の真偽判定可能な記録媒体で使用する黒色層３は、バインダー中にカーボンブラ
ックのような黒色の色材を含有した層とすることができる。黒色の色材としては、例えば
カーボンブラック（ファーネスブラック、チャンネルブラック、アセチレンブラック、サ
ーマルブラック、ランプブラックなど）、グラファイト、酸化銅、二酸化マンガン、アニ
リンブラック、ペリレンブラック、チタンブラック、シアニンブラック、活性炭、フェラ
イト（非磁性フェライト、磁性フェライトなど）、マグネタイト、酸化クロム、酸化鉄、
二硫化モリブデン、クロム錯体、複合酸化物系黒色色素、アントラキノン系有機黒色色素
などが挙げられる。これらの色材は単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができ
る。
【００２２】
　黒色層におけるバインダーとしては、ポリアミド系樹脂、フェノール系樹脂、アルキド
系樹脂、ビニル系樹脂、アクリル系樹脂、ニトロセルロース等、あるいは、これらの混合
物等を使用することができる。上記の黒色層は、バインダー樹脂とカーボンブラック等の
色材を、溶剤に溶解あるいは分散させた塗工液を用いて、形成できる。塗工方法はロール
コーター法、リバースコーター法、ナイフコーター法、コンマコーター法、グラビアコー
ター法などの一般的な方法で塗工する。その塗工量として０．１～１０ｇ／ｍ2（乾燥状
態）が好ましい。
【００２３】
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（感熱破壊層）
　本発明の真偽判定可能な記録媒体で使用する感熱破壊層４は、サーマルヘッド等の加熱
手段で破壊することによって印字されるものである。感熱破壊層は、具体的には、Ｆｅ，
Ｃｏ，Ｎｉ，Ｔｅ，Ｓｎ，Ｉｎ，Ａｌ，Ｂｉ，Ｐｂ，Ｚｎ，Ｃｕ，Ｃｒ，Ｔｉ等の金属、
合金または化合物あるいはこれらの混合物を、真空蒸着法、スパッタ法、メッキ法等によ
って、成膜して形成することができる。感熱破壊層の厚さは、１００Å～１μ、好ましく
は５００～１０００Å程度である。
【００２４】
（ホログラム形成層）
　本発明の真偽判定可能な記録媒体で使用するホログラム形成層５としては、公知のホロ
グラム形成層を用いることができるが、感熱破壊層の記録部を背景として黒色層が見られ
るように、またホログラムの色調変化を活かすためにも、可視光透過性を有するものが好
ましい。例えば、ホログラム形成層は、透明な樹脂素材からなる層の片面にレリーフホロ
グラムの微細凹凸を形成することにより作製することができる。ホログラム形成層を構成
するための透明な樹脂材料としては、各種の熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、電離放射線硬
化樹脂等の各種樹脂材料が選択可能である。例えば、熱硬化性樹脂として、不飽和ポリエ
ステル樹脂、アクリルウレタン樹脂、エポキシ変性アクリル樹脂、エポキシ変性不飽和ポ
リエステル樹脂、アルキッド樹脂、フェノール樹脂等が挙げられる。熱可塑性樹脂として
はアクリル酸エステル樹脂、アクリルアミド樹脂、ニトロセルロース樹脂、ポリスチレン
樹脂等が挙げられる。これらの樹脂は単独、または２種類以上の共重合体として使用する
ことができる。また、これらの樹脂は単独、または２種類以上を各種イソシアネート樹脂
や、ネフテン酸コバルト、ナフテン酸亜鉛等の金属石鹸ベンゾイルパーオキサイド、メチ
ルエチルケトンパーオキサイド等の過酸化物、ベンゾフェノン、アセトフェノン、アント
ラキノン、ナフトキノン、アゾビスイソブチロニトリル、ジフェニルスルフィド等の熱ま
たは紫外線硬化剤を配合してもよい。また、電離放射線硬化型樹脂としては、エポキシア
クリレート、ウレタンアクリレート、アクリル変性ポリエステル等が挙げられる。このよ
うな電離放射線硬化型樹脂に架橋構造、粘度調整等を目的として、他の単官能または多官
能モノマー、オリゴマー等を抱合させることができる。
【００２５】
　ホログラム形成層は、感光性樹脂材料にホログラムの干渉露光を行って現像することに
よって直接的に形成することもできるが、予め作製したレリーフホログラムもしくはその
複製物、またはそれらのメッキ型等を複製用型として用い、その型面を上記の樹脂材料に
押し付けることにより、賦型を行うこともできる。熱硬化性樹脂や電離放射線硬化性樹脂
を用いる場合には、型面に未硬化の樹脂を密着させたまま、加熱または電離放射線照射に
より硬化を行い、硬化後に剥離することによって、硬化した透明な樹脂材料からなる層の
片面にレリーフホログラムの微細凹凸を形成することができる。なお、本発明では、同様
な方法によりパターン状に形成して模様状とした回折格子を有する回折格子形成層もホロ
グラム形成層に含めるものとする。また、ホログラム形成層および回折格子形成層を合わ
せたものも含める。
【００２６】
　前記電離放射線硬化性樹脂としては、好ましくは、（１）分子中にイソシアネート基を
３個以上有するイソシアネート類、（２）分子中に水酸基を少なくとも１個と（メタ）ア
クリロイルオキシ基を少なくとも２個有する多官能（メタ）アクリレート類、又は（３）
分子中に水酸基を少なくとも２個有する多価アルコール類の反応生成物であるウレタン（
メタ）アクリレートオリゴマーを含有する電離放射線硬化性樹脂を用い、好ましくはポリ
エチレンワックスを含ませて、塗布し乾燥して電離放射線で硬化させて、電離放射線硬化
樹脂とすればよい。
【００２７】
　前記ウレタン（メタ）アクリレートオリゴマーを含有する電離放射線硬化性樹脂は、ウ
レタン（メタ）アクリレートオリゴマーを含有する電離放射線硬化性樹脂の硬化物、具体
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的には、特開２００１－３２９０３１号公報で開示されている光硬化性樹脂などが例示で
きる。具体的には、ＭＨＸ４０５ニス（ザ・インクテック（株）製、電離放射線硬化性樹
脂商品名）が例示できる。
【００２８】
　ホログラム形成層５の形成は、上記の電離放射線硬化性樹脂を主成分とし、光重合開始
剤、可塑剤、安定剤、界面活性剤等を加え、溶媒へ分散または溶解して、ロールコート、
グラビアコート、コンマコート、ダイコートなどの公知のコーティング方法で塗布し乾燥
して、ホログラム（レリーフ）を賦型後に電離放射線で反応（硬化）させればよい。ホロ
グラム形成層５の厚さは、通常、１～１０μｍ程度、好ましくは２～５μｍである。
【００２９】
　ホログラム形成層５の表面には、ホログラムなどの光回折効果の発現する所定の微細な
凹凸（レリーフ構造）を賦型し、硬化させる。ホログラムは物体光と参照光との光の干渉
による干渉縞を凹凸のレリーフ形状で記録されたもので、例えば、フレネルホログラム等
のレーザー再生ホログラム、及びレインボーホログラム等の白色光再生ホログラム、さら
に、それらの原理を利用したカラーホログラム、コンピュータジェネレーティッドホログ
ラム（ＣＧＨ）、ホログラフィック回折格子などがある。
【００３０】
　ホログラム形成層５面へ、レリーフ形状を賦形（複製ともいう）する。ホログラムの賦
型は、公知の方法によって形成でき、例えば、回折格子やホログラムの干渉縞を表面凹凸
のレリーフとして記録する場合には、回折格子や干渉縞が凹凸の形で記録された原版をプ
レス型（スタンパという）として用い、上記樹脂層上に前記原版を重ねて加熱ロールなど
の適宜手段により、両者を加熱圧着することにより、原版の凹凸模様を複製することがで
きる。
【００３１】
　本発明の真偽判定可能な記録媒体において、コレステリック液晶層に入射した光は、コ
レステリック液晶層を通過する時、ホログラム形成層とコレステリック液晶層の界面（レ
リーフ形状）で反射されることになる。したがって、特定波長について、コレステリック
液晶層が右円偏光を反射する場合には、このホログラムを形成する光は、左円偏光性を有
することになる。これらの円偏光性の違いを利用し、記録媒体を観察する際に、右ないし
は左円偏光板を用いて確認することにより、その真正性を簡便な方法で認証することがで
きる。
【００３２】
　またホログラム形成層５に形成するホログラムパターンは単独でも、複数でもよい。ホ
ログラム形成層５は、スタンパでエンボス中、又はエンボス後に、電離放射線を照射して
、電離放射線硬化性樹脂を硬化させる。上記の電離放射線硬化性樹脂は、レリーフを形成
後に、紫外線や電子線などの電離放射線を照射して硬化（反応）させると電離放射線硬化
樹脂（微細な凹凸＝レリーフ構造＝ホログラム）となる。この方法は、比較的低温・低圧
力下で賦形できるため、コレステリック液晶層へのダメージを少なくすることができる。
さらに、コレステリック液晶層とホログラム形成層の間に透明フィルムを設けてもよい。
【００３３】
　ホログラム形成層には、その反射性を高めるために、透明反射層を付加してもよい。透
明反射層は、所定のレリーフ構造を設けたホログラム形成層面のレリーフ面へ、透明反射
層を設けることにより、レリーフの反射及び／又は回折効果を高めるので、ホログラム形
成層の反射率より高く又は低ければ、特に限定されない。前記透明反射層としては、真空
薄膜法などによる透明反射層である。透明反射層としては、ほぼ無色透明な色相で、その
光学的な屈折率がホログラム形成層のそれとは異なることにより、金属光沢が無いにもか
かわらず、ホログラムなどの光輝性を視認できるから、透明なホログラムを作製すること
ができる。
【００３４】
　例えば、ホログラム形成層よりも光屈折率の高い薄膜、および光屈折率の低い薄膜があ
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り、前者の例としては、ＺｎＳ、ＴｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｓｂ2Ｓ3、ＳｉＯ、ＳｎＯ2、ＩＴ
Ｏ等があり、後者の例としては、ＬｉＦ、ＭｇＦ2、ＡｌＦ3がある。好ましくは、金属酸
化物又は窒化物であり、具体的には、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ
、Ｓｎ、Ｉｎ、Ｔｅ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｚｎ、Ｇｅ、Ｐｂ、Ｃｄ、Ｂｉ、Ｓｅ、Ｇａ、Ｒｂ、
Ｓｂ、Ｐｂ、Ｎｉ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｌａ、Ｃｅ、Ａｕ等の酸化物又は窒化物他はそれらを２
種以上を混合したもの等が例示できる。またアルミニウム等の一般的な光反射性の金属薄
膜も、厚みが２００Å以下になると、透明性が出て使用できる。透明金属化合物の形成は
、金属の薄膜と同様、ホログラム形成層のレリーフ面に、１０～２０００ｎｍ程度、好ま
しくは２０～１０００ｎｍの厚さになるよう、蒸着、スパッタリング、イオンプレーティ
ング、ＣＶＤなどの真空薄膜法などにより設ければよい。
【００３５】
（コレステリック液晶層）
　本発明の真偽判定可能な記録媒体で使用するコレステリック液晶層６は、上記に挙げた
基材（ホログラム形成層）上に、コレステリック液晶をインキ化して、グラビア印刷等の
凹版印刷、オフセット方式などの平版印刷、凸版印刷、スクリーン印刷等で形成すること
ができる。この形成されるコレステリック液晶層の厚さは、１μｍ～２０μｍ程度が望ま
しい。単位面積当たりの質量では、乾燥時で約１～２０ｇ／ｍ2程度である。その厚さが
少なすぎると、コレステリック液晶特有の円偏光選択性と選択反射性の２つの特性を充分
に発揮できなくなり、また厚すぎると液晶の配向が低下し、さらにコスト的にも不利であ
る。コレステリック液晶層は単層で設けるだけでなく、２層以上を積層することも可能で
ある。尚、上記のコレステリック液晶の材料をインキ化したものは、例えばワッカーケミ
ー社のコレステリック液晶「ＨＥＬＩＣＯＮＥ（登録商標）」等で、市販されているもの
を使用することができる。
【００３６】
　本発明で使用されるコレステリック液晶とは、液晶分子の配向構造が膜厚方向に螺旋を
描くように規則的なねじれを有している。また、コレステリック液晶は、ピッチＰ（液晶
分子が３６０°回転するのに必要な膜厚）と、入射光の波長λとがほぼ等しい場合に、選
択反射性と円偏光選択性という２つの光学的性質を示すことが知られている。（参考文献
；液晶とディスプレイ応用の基礎、コロナ社等）
【００３７】
　選択反射性とは、入射光のうち特定の波長帯域内にある光を強く反射する性質をいう。
この選択反射性は、特定の波長帯域内に限定されて発現するため、高分子コレステリック
液晶のピッチＰを適切に選択することで、反射光は色純度の高い有彩色となる。その帯域
の中心波長をλS、帯域幅をΔλとすれば、これらは光学媒体のピッチＰ（＝λ／ｎm）と
平均屈折率ｎm（＝√（（ｎｅ2＋ｎｏ2）／２））によって、下記式（１）、（２）のよ
うに決まる。ここで、Δｎは光学媒体の面内の異常光線屈折率ｎeと、常光線屈折率ｎoの
差（Δｎ＝ｎe－ｎo）とする。
λS＝ｎm・Ｐ　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
Δλ＝Δｎ・Ｐ／ｎm　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【００３８】
　上記式（１）、（２）に示した中心波長λSおよび波長帯域幅Δλは、コレステリック
液晶層への入射光が垂直入射（０°入射、ｏｎ－ａｘｉｓ入射）の場合において定義され
るが、入射光が斜め入射（ｏｆｆ－ａｘｉｓ入射）である場合、ピッチＰが見かけ上、減
少することから、中心波長λSは短波長側へ移行し、波長帯域幅Δλは減少する。この現
象は、λSが短波長側に移行することから、ブルーシフトと呼ばれ、その移行量は入射角
に依存するが、目視で観察しても容易に識別可能である。例えば、垂直（０°入射位置）
から観察して赤色に呈色するコレステリック液晶の反射色は、視野角を大きくすることに
つれ、オレンジ色、黄色、緑色、青緑色、青色と順次変化するように観察される。このよ
うに、コレステリック液晶層は観察する角度によって、色が短波長側にシフトし、カラー
コピー等で再現することができない特殊な色を示す（変化する）ために、偽造防止には非
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常に有効なものである。
【００３９】
　また、本発明の真偽判定可能な記録媒体では、上記のコレステリック液晶層と、ホログ
ラム形成層と、感熱破壊層及び黒色層を必須の構成としており、サーマルヘッド等の加熱
により、感熱破壊層に情報記録を行なって、感熱破壊層がその記録に応じて破壊され、下
に隠蔽されていた黒色層が露出して、黒色層と感熱破壊層との背景（バックグラウンド）
の色相の差が、明瞭になって、記録部は目立ち、判読しやすいものとなる。さらに、コレ
ステリック液晶層とホログラム形成層と、感熱破壊層及び黒色層を組み合わせることで、
感熱破壊層の記録部と非記録部とが、黒色層と感熱破壊層との背景の色相の違いと、さら
にコレステリック液晶層とホログラム形成層の色相、パターンの違い等による特有なもの
となり、偽造防止性の非常に高いものである。
【００４０】
　コレステリック液晶層は、特有の反射色を示すことから、その液晶層を用いた記録媒体
に対し、目視でも容易に真偽判定を行うことができ、さらにその円偏光選択性を有してい
るため、左円偏光か右円偏光のどちらかを選択的に反射する。尚、円偏光選択性とは、特
定の回転方向の円偏光だけを透過し、これと回転方向が反対の円偏光を反射する性質をい
う。入射光のうちコレステリック液晶の配向構造のねじれ方向と同方向の円偏光成分は反
射され、その反射光の回転方向も同一方向となるのに対し、逆方向に回転する円偏光成分
は透過する点がコレステリック液晶に特有な特異な性質である。左ねじれ構造を有するコ
レステリック液晶の場合、左円偏光を反射し、かつ反射光は左円偏光のままであり、右円
偏光は透過することになる。また、右ねじれ構造を有するコレステリック液晶の場合、右
円偏光を反射し、かつ反射光は右円偏光のままであり、左円偏光は透過することになる。
【００４１】
　本発明の記録媒体におけるコレステリック液晶層に使用される液晶材料は、例えば側鎖
に液晶形成基を有するポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリシロキサン、ポリマ
ロネート等の側鎖型ポリマー、主鎖に液晶形成基をもつポリエステル、ポリエステルアミ
ド、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミドなどの主鎖型ポリマーを挙げることがで
きる。配向状態にある高分子コレステリック液晶層は、入射した光のうち、左円偏光もし
くは右円偏光のいずれか一方のみを反射する性質を有している。また、見る角度により、
色相が異なって見える効果も有する。このコレステリック液晶材料の溶剤溶液を各種の印
刷法によって適用し、乾燥させることにより、コレステリック液晶層を形成することがで
き、あるいは、このとき、重合性のコレステリック液晶を用いて紫外線重合性組成物を調
製し、得られた紫外線重合性組成物を各種の印刷法によって適用し、乾燥後に、紫外線を
照射して重合させて形成することもできる。コレステリック液晶層からなる光選択反射層
は、上記の見る角度により、色相が異なって見えることを除けば、透視性を有しており、
その意味で透明性を有するものである。
【００４２】
　配向状態を実現するには、延伸したプラスチックシートの表面にコレステリック液晶の
溶剤溶液もしくは重合性のコレステリック液晶を用いて調製した紫外線重合性組成物を適
用するか、もしくは対象物の表面に配向膜を形成してからコレステリック液晶の溶剤溶液
もしくは重合性のコレステリック液晶を用いて調製した紫外線重合性組成物を適用すれば
よい。光選択反射層を二層以上設けるときは、層の厚みや素材のらせんピッチ等を異なる
ように構成し、より複雑な光学特性を付与することができる。あるいはコレステリック液
晶層はパターン状に形成することもできる。
【００４３】
　上記の重合性のコレステリック液晶として、具体的には特開２００６－５３３５６号公
報に記載されている液晶材料（液晶性化合物）を用いることができる。さらに、その液晶
性化合物には、カイラル剤を配合することで、より鮮明な色を観察することができる。こ
のカイラル剤として、具体的には、特開２００６－５３３５６号公報に記載されている化
学式のものが使用できる。
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【００４４】
（配向膜）
　本発明の真偽判定可能な記録媒体では、ホログラム形成層とコレステリック液晶層との
間に、配向膜７を設けることにより、記録部の輝度、色度、およびコントラストを高くす
ることができる。配向膜は、ポリビニルアルコール樹脂（ＰＶＡ）、ポリイミド樹脂等の
一般に配向膜として使用し得るものであれば、いずれを用いて構成したものでもよい。配
向膜は、これらの樹脂の溶剤溶液を、プラスチックフィルム等の基材表面に適宜な塗布方
法により塗布し、乾燥させた後に、布、ブラシ等を用いて摩擦するラビングを行なって形
成することができる。
【００４５】
（感熱増感層）
　本発明の真偽判定可能な記録媒体では、感熱破壊層の基材側で、接するように、感熱増
感層８を設けることにより、サーマルヘッドや、レーザー照射等の加熱手段により、感熱
破壊層の熱破壊が容易に生じて、加熱による情報記録の感度を高めることができ、鮮明な
記録が行なえる。感熱増感層は、具体的には、ポリエステル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、
塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、ポリビニルブチラール樹脂、ポリメチルメタアクリレ
ート（ＰＭＭＡ）、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂等の樹脂を主成分として構成する。
また、記録媒体の耐久性向上のため、上記の樹脂に可塑剤を加えたり、イソシアネート硬
化剤を加えたりすることができる。
【００４６】
（保護層）
　本発明の真偽判定可能な記録媒体では、コレステリック液晶層の上に、記録媒体の表面
に傷が生じる、あるいは取扱い上で、問題が生じないように、保護層９を設けることがで
きる。保護層は、一般的に保護層を形成するために知られたものが使用できる。インキも
しくは塗料中のバインダー樹脂として使用される熱可塑性樹脂もしくは熱硬化性樹脂のほ
か、紫外線硬化性樹脂もしくは電子線硬化性樹脂等の電離放射線硬化性樹脂を用いて構成
することができる。
【００４７】
（情報の記録）
　本発明では、上記に説明した真偽判定可能な記録媒体において、サーマルヘッドによる
加熱や、レーザー光を照射による加熱を行なって、感熱破壊層を破壊、除去して、情報が
記録される。その記録される情報は、一定の固定情報や一つ一つの記録媒体で異なる情報
である可変情報が挙げられる。本発明では、偽造防止性を高めるために、可変情報の記録
を行なうことが好ましい。この可変情報としては、製造日、製品名称、氏名、住所等、そ
の記録媒体が付与される対象品（高額商品や、身分証明カード、クレジットカード、預貯
金用カード、プリペイドカード、定期券、トラベラーズチェック、金券類等）の種類、あ
るいは記録媒体そのものの種類を特定する個別のデータが挙げられる。
【００４８】
　以上で、説明してきた記録媒体において、サーマルヘッドによる加熱や、レーザー光を
照射して、感熱破壊層を加熱し、溶融あるいは分解させたりして、感熱破壊層を破壊、除
去して、情報が記録される。その部分が記録部であり、それ以外の部分が、非記録部であ
るが、記録部では、黒色層が記録媒体内部で、露出して認識できるが、非記録部では、感
熱破壊層が残存しており、黒色層は隠蔽されている。したがって、情報の記録部では、黒
色層を背景として、ホログラム形成層とコレステリック液晶層が観察され、非記録部では
、感熱破壊層を背景として、ホログラム形成層とコレステリック液晶層が観察される。こ
のようにコレステリック液晶層、ホログラム形成層を介して、黒色層の黒色と、感熱破壊
層の金属色との色相の違いで、コントラストが高く、結果として記録部は目立ち、判読し
やすいものとなる。
【００４９】
　以下、本発明の真偽判定可能な記録媒体について、実施例を挙げて、詳細に説明する。
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【実施例】
【００５０】
（実施例１）
　厚さ１６μｍの透明ポリエチレンテレフタレートフィルムを基材とし、該基材の一方の
面に、下記組成の黒色層インキを用いて、グラビアコーティング法により、乾燥時で厚さ
５ｇ／ｍ2の黒色層を形成し、さらに黒色層の上に、Ｓｎを真空蒸着法により、厚さ５０
０Åで、感熱破壊層として形成した。
（黒色層インキ）
　カーボンブラック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２部
　ポリアミド系樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８８部
　メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０部
　トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０部
【００５１】
　上記感熱破壊層の上に、透明紫外線硬化性樹脂組成物を塗布し、ホログラム（顔写真の
上に設ける写真サイズと同サイズの偽造防止デザインを有する）の複製用型の型面を接触
させたまま紫外線を照射して、透明紫外線硬化性樹脂組成物を硬化させることにより、ホ
ログラムレリーフを形成し、その上に、ＴｉＯ2からなる透明反射性薄膜４０ｎｍを真空
蒸着法により設けて、ホログラム形成層の形成を行った。これにより厚さ２μｍのホログ
ラム形成層が形成された。
【００５２】
　上記のホログラム形成層の上に、下記組成のコレステリック液晶層インキを用いて、ス
クリーン印刷法により印刷し、印刷直後に紫外線を照射して、乾燥時で厚さ１０ｇ／ｍ2

のコレステリック液晶層を形成し、図１に示すような構成の実施例１の真偽判定可能な記
録媒体を作製した。
（コレステリック液晶層インキ）
　コレステリック液晶顔料（ワッカーケミー社製、ＨＥＬＩＣＯＮＥ（登録商標）ＨＣＸ
Ｌ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０部
　メジウムインキ（ザ・インクテック（株）製、ＵＶカード用）　　　　　　　　７０部
【００５３】
（実施例２）
　厚さ１６μｍの透明ポリエチレンテレフタレートフィルムを基材とし、該基材の一方の
面に、実施例１で使用した黒色層インキを用いて、グラビアコーティング法により、乾燥
時で厚さ５ｇ／ｍ2の黒色層を形成した。その基材の黒色層の形成された面と反対側に、
Ｓｎを真空蒸着法により、厚さ５００Åで、感熱破壊層として形成し、その感熱破壊層の
上に、実施例１で設けたホログラム形成層を同様にして形成した。またホログラム形成層
の上に、実施例１で使用したコレステリック液晶層インキを用いて、スクリーン印刷法に
より印刷し、印刷直後に紫外線を照射して、乾燥時で厚さ１０ｇ／ｍ2のコレステリック
液晶層を形成し、図２に示すような構成の実施例２の真偽判定可能な記録媒体を作製した
。
【００５４】
（実施例３）
　厚さ１６μｍの透明ポリエチレンテレフタレートフィルムを基材とし、該基材の一方の
面に、実施例１で使用した黒色層インキを用いて、グラビアコーティング法により、乾燥
時で厚さ５ｇ／ｍ2の黒色層を形成し、その黒色層の上に、Ｓｎを真空蒸着法により、厚
さ５００Åで、感熱破壊層として形成した。また、その感熱破壊層の上に、実施例１で設
けたホログラム形成層を同様にして形成した。またホログラム形成層の上に、ポリビニル
アルコール樹脂の溶液（（株）クラレ製のＰＶＡ樹脂、品番；「１１０」、５％水溶液（
透明）として使用。）を塗布し乾燥させた後に、ラビング処理を行なって配向膜を形成し
た。この配向膜上に、実施例１で使用したコレステリック液晶層インキを用いて、スクリ
ーン印刷法により印刷し、印刷直後に紫外線を照射して、乾燥時で厚さ１０ｇ／ｍ2のコ
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レステリック液晶層を形成し、図３に示すような構成の実施例３の真偽判定可能な記録媒
体を作製した。
【００５５】
（実施例４）
　厚さ１６μｍの透明ポリエチレンテレフタレートフィルムを基材とし、該基材の一方の
面に、実施例１で使用した黒色層インキを用いて、グラビアコーティング法により、乾燥
時で厚さ５ｇ／ｍ2の黒色層を形成した。その基材の黒色層の形成された面と反対側に、
Ｓｎを真空蒸着法により、厚さ５００Åで、感熱破壊層として形成し、その感熱破壊層の
上に、実施例１で設けたホログラム形成層を同様にして形成した。またホログラム形成層
の上に、実施例３で形成した配向膜と同様にして、配向膜を形成した。その配向膜の上に
、実施例１で使用したコレステリック液晶層インキを用いて、スクリーン印刷法により印
刷し、印刷直後に紫外線を照射して、乾燥時で厚さ１０ｇ／ｍ2のコレステリック液晶層
を形成し、図４に示すような構成の実施例４の真偽判定可能な記録媒体を作製した。
【００５６】
（実施例５）
　厚さ１６μｍの透明ポリエチレンテレフタレートフィルムを基材とし、該基材の一方の
面に、実施例１で使用した黒色層インキを用いて、グラビアコーティング法により、乾燥
時で厚さ５ｇ／ｍ2の黒色層を形成し、その黒色層の上に、下記組成の感熱増感層インキ
を用いて、グラビアコーティング法により、乾燥時で厚さ１ｇ／ｍ2の感熱増感層を形成
した。
（感熱増感層インキ）
　塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体（ユニオンカーバイド社製、ＶＡＧＨ）　　　２０部
　アクリル樹脂（ＤＩＣ（株）製、アクリディックＡ－１３６－５５）　　　　　１０部
　メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０部
　トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０部
　ブチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０部
【００５７】
　そして、その感熱増感層の上に、Ｓｎを真空蒸着法により、厚さ５００Åで、感熱破壊
層として形成した。また、その感熱破壊層の上に、実施例１で設けたホログラム形成層を
同様にして形成した。またホログラム形成層の上に、実施例３で形成した配向膜と同様に
して、配向膜を形成した。その配向膜の上に、実施例１で使用したコレステリック液晶層
インキを用いて、スクリーン印刷法により印刷し、印刷直後に紫外線を照射して、乾燥時
で厚さ１０ｇ／ｍ2のコレステリック液晶層を形成した。さらに、そのコレステリック液
晶層の上に、グラビア印刷により、ウレタン樹脂系の保護層を乾燥時の厚さ２ｇ／ｍ2で
形成して、図５に示すような構成の実施例５の真偽判定可能な記録媒体を作製した。
【００５８】
　上記の得られた実施例１～５の各真偽判定可能な記録媒体に対し、サーマルヘッドとプ
ラテンロールを用いて、画像情報に応じた信号により、サーマルヘッドにより、コレステ
リック液晶層側に加熱を行なって、記録を行なった。実施例１及び２の記録媒体は、記録
部１０は、コレステリック液晶層６とホログラム形成層の下に、背景として黒色層が観察
できる。そして、非記録部１１は、記録前の記録媒体の状態と変わらずに、コレステリッ
ク液晶層６とホログラム形成層の下に感熱破壊層５の金属色が観察されるのみで、黒色層
は全く見えない状態である。よって、記録部１０と非記録部１１とは、両者ともコレステ
リック液晶層６とホログラム形成層５を観察できるが、このコレステリック液晶層とホロ
グラム形成層に対して、記録部では黒色の背景があり、非記録部では感熱破壊層の金属色
の背景があり、その黒色と、金属色との色相の違いで、コントラストが高く、結果として
記録部は目立ち、判読しやすいものであった。
【００５９】
　また、実施例３及び４の記録媒体は、ホログラム形成層５とコレステリック液晶層６と
の間に、配向膜７を設けたものであり、コレステリック液晶層をより鮮やかに観察でき、
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、より高まっていた。実施例５の記録媒体は、黒色層３と感熱破壊層４との間に、感熱増
感層８が設けられ、さらにコレステリック液晶層６の上に、保護層９を設けているので、
感熱破壊層の熱破壊が容易に生じて、実施例１～４の記録媒体と比べ、加熱による情報記
録の感度が高まっていて、また記録媒体の最表面に保護層があるので、実施例１～４の記
録媒体よりも、表面に傷が生じにくくなる等、耐久性が高まっていた。実施例１～５に記
録媒体は、全て偽造防止に優れ、これらの記録媒体が付与された商品（製品）は、真正物
として証明することができ、非常に有用なものであった。すなわち、本発明の記録媒体は
、真偽を判定する際に、信頼性の高い証明となるものであった。
【符号の説明】
【００６０】
　　１　　　真偽判定可能な記録媒体
　　２　　　基材
　　３　　　黒色層
　　４　　　感熱破壊層
　　５　　　ホログラム形成層
　　６　　　コレステリック液晶層
　　７　　　配向膜
　　８　　　感熱増感層
　　９　　　保護層
　１０　　　記録部
　１１　　　非記録部
                                                                                

【図１】 【図２】
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